
京都市告示第   号 

次の者を地方自治法第２４３条の２第１項に基づき、京都市公金収納受託者

として公金の収納事務を委託し、地方自治法第２３１条の２の３に基づき、指

定納付受託者に指定します。  

令和７年６月２５日             京都市長 松井 孝治 

 

１ 京都市公金収納受託者及び指定納付受託者の名称及び事務所の所在地 

 コングラント株式会社 大阪市西区江戸堀一丁目２２－１７ 

 

２ 収納事務を委託した歳入の種類 

京町家の保全・継承等に係る寄付金 

 

３ 京都市公金収納受託者及び指定納付受託者として指定した日 

 令和７年５月２１日 

 

４ 収納事務を委託した日 

 令和７年５月２１日 

 

    （都市計画局まち再生・創造推進室） 
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